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地域包括支援センター事業計画別紙  

 

小平市地域ケア会議実施計画（案） 

 

小平市における地域ケア会議は、本計画に基づいて実施するものとする。なお、会議開催時には

参加者へ本実施計画を配布するとともに、個人情報を取り扱う会議においては、小平市地域ケア会議

における個人情報基本方針を配布し、参加者からの小平市地域ケア会議にかかる個人情報に関する誓約

書への署名を実施すること。 

  

１地域ケア会議の概念図 

 

 

２会議の類型 

≪地域ケア個別会議≫ 

（１）生活援助の訪問回数の多いケアプランの検証 

主催：高齢者支援課 

目的：生活援助の訪問回数が多いケアプランについて多職種協働による検討により、自立支援に資す

るケアマネジメントの実践力の向上を図る。 

機能：個別課題の解決 

構成員：市、包括（保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士）、リハビリ専門職 

開催頻度：必要時 

 

（２）介護予防に資するケアプランの検討 

主催：高齢者支援課 
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目的：地域包括支援センターが多様な専門職等と高齢者の生活課題への対応について検討する中で、

高齢者の自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメントの力を高める。 

機能：個別事例の解決と地域包括支援ネットワークの構築、地域課題の発見 

構成員：市、包括（保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士）、リハビリ専門職、栄養士等 

開催頻度：年 5 回程度 

 

（３）困難ケースの事例検討 

主催：地域包括支援センター 

目的：支援が困難、支援が自立を阻害、必要な支援につながっていない、権利擁護が必要等のケース

について、多職種協働による検討を行い、自立支援に資するケアマネジメントを支援する。 

機能：個別課題の解決と地域課題の発見 

構成員：担当介護支援専門員、包括、サービス事業所、民生委員、関係専門職他 

開催頻度：必要時 

 

≪地域ケア推進会議≫ 

（１）生活支援体整備事業協議会（第１層、第２層） 

主催：第１層-基幹型地域包括支援センター、第２層-地域包括支援センター 

目的：地域住民主体の生活支援サービス整備体制についての資源開発、ネットワーク構築、ニーズと

取組のマッチングについて協議する 

機能：地域づくり・資源開発 

構成員：生活支援コーディネーター、協議会委員他 

開催頻度：必要時 

 

（２）圏域内でのテーマ設定型会議 

主催：地域包括支援センター 

目的：高齢者を支援する地域社会資源のつながり・活用・開発を検討し、高齢者の自立を支援すると

ともに、高齢者が生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指す。 

機能：地域づくり・資源開発 

構成員：包括、介護支援専門員、サービス事業所、民生委員、地域住民、自治会他 

開催頻度：年 1 回以上（テーマにより、生活支援体整備事業協議会との同時開催も可） 

 

（３）基幹型地域ケア会議 

主催：基幹型地域包括支援センター 

目的：地域ケア個別会議・地域ケア推進会議から抽出した地域課題について、解決に向けた施策の検

討を行い、地域課題の解決を図る施策を介護保険運営協議会へ提案する。 

機能：政策形成 

構成員：包括、介護支援専門員、サービス事業所、民生委員、地域住民、関係事業所他 

開催頻度：年 1 回 
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小平市地域ケア会議における個人情報基本方針 

 

 １ 地域ケア会議の事務に従事する者、又は従事していた者（以下「地域ケア会議事務従事者」とい

う）は、介護保険法（以下「法」という）第１１５条の４８第５項に定めるところにより地域ケア

会議で知り得た情報の保護に万全を期すとともにその知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

 

 ２ 地域ケア会議事務従事者は、小平市地域ケア会議にかかる個人情報に関する誓約書に署名し、主

催者に提出するものとする。 

 

 ３ 主催者は個人情報の取り扱いについて、地域ケア会議事務従事者に対し、法第１１５条の４８第

５項、法第２０５条第２項について説明し、理解を得るものとする。 

 

（根拠） 

 介護保険法  

  第１１５条の４８（地域ケア会議関係一部抜粋） 

  ４ 関係者等は、（略）、会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあっ

た場合には、これに協力するよう努めなければならない。 

  ５ 会議の事務に従事する者、又は従事していた者は、正当な理由なく、会議の事務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

 

  第２０５条 

  ２ （略）第１１５条の４８第５項の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は百万以下の罰金に

処する。 

 

 小平市地域ケア会議にかかる個人情報に関する誓約書 

 

 介護保険法第１１５条の４８第５項、第２０５条第２項、及び小平市地域ケア会議における個人情報

基本方針に基づき、地域ケア会議で取り上げられ協議を行った事例の個人情報について、他に漏らさず

守秘することを誓約します。 

平成   年  月  日 

 

地域ケア会議名 

                                         

 

（所属・団体または住所） 

                                         

 

 （氏名） 

                                         

 


